
令和元年度 青少年のネット非行・被害対策情報 ＜児童生徒向け 第 8 号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課 

送信日：201９/9/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 

【担当】福井県安全環境部県民安全課  

  ☎:0776-20-0745（直通） メール：kenan@pref.fukui.lg.jp 

〇軽い気持ちでやったことが犯罪になることも！！ 

〇スマホやインターネットで犯罪の被害にあう 

少年少女が増えています 

 

パパ活ママ活とは、ＳＮＳ等で募集した年上の異性と買い物や食事などにつきあう 

見返りに金銭を受け取るもので援助交際と同じ！短期間で手軽に高額なバイト料が稼 

げると考えていると、性的な被害や児童買春等の被害に遭う危険性もあります。 

 

○漫画やアニメ等他人の著作物をアップロードした…  → 著作権法違反 

○他人の悪口を書きこんだ…  → 名誉棄損罪、侮辱罪 

○脅しの言葉を書き込めば…  → 脅迫罪 

パパ活ママ活は援助交際です 

 

中学生の男子生徒が悪ふざけで線路内に入ってレールの上を歩く、寝そべるなどして、その様子を友

人がスマホで撮影して投稿した。  → 威力業務妨害 

線路内での悪ふざけを投稿 

 

女子児童がＳＮＳ上で、自画撮りしたわいせつ画像や下着の購入者を募った。その代金を受け取る

手段としてフリマアプリを悪用。架空の商品を落札、入金されたことを確認して、わいせつ画像を送

信した。  → 女子児童および購入者 

それぞれが児童ポルノ禁止法違反 

フリマアプリを悪用した児童ポルノ提供事件 

その他にも… 

 

パスワードもいらず、無料でインターネットに接続できる場所をみつけたので、 

そこに行ってインターネットをしていた。その Wi-Fi スポットは、通信内容を 

盗むために設置されたもので、気づかれないうちに通信内容を見られてしまった。 

悪意ある Wi-Fi スポットを利用したことによる情報流出 
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